
奈
良
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
二
十
五
号

奈
良
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
奈
良
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
三
条
第
一
項
中
「
一
人
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
」
を
削
り
、
「
該
当
す
る
者
」
の
下
に
「
又
は
住
宅
確
保
要

配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二

十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
賃
債
務
保
証
業
者
の
い
ず
れ
か
一
者
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条

第
一
項
の
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

連
帯
保
証
人
（
法
人
で
な
い
者
に
限
る
。
）
は
、
規
則
で
定
め
る
極
度
額
を
限
度
と
し
て
、
保
証

債
務
の
履
行
を
す
る
責
任
を
負
う
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
一
人
」
を
削
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
第
八
号
及
び
第
三
項
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
」
に
改

め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
営
住
宅
条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施

行
の
日
以
後
に
新
た
に
連
帯
保
証
人
と
な
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


		2019-12-16T08:16:12+0900
	naraken




